
高
知

県
営

業
時

間
短

縮
要

請
対

応
臨

時
給

付
金

（
令

和
3年

８
月

及
び

９
月

分
)　

申
請

の
流

れ

②
メ

ー
ル

【お
問

い
合

わ
せ

先
】

高
知

県
営

業
時

間
短

縮
要

請
対

応
臨

時
給

付
金

申
請

手
続

相
談

窓
口

（
コー

ル
セ

ン
タ

ー
）

　
　T

EL
：

08
8-

82
3-

98
75

　　
　　

　　
　　

　受
付

時
間

：
午

前
９

時
か

ら午
後

５
時

まで
　　

　　
　　

　　
　（

土
日

、祝
日

を
含

む
）

※
お

住
まい

の
市

町
村

で
は

な
く、

こち
らに

お
問

い
合

わ
せ

   
くだ

さい
。

２
．

申
請

書
類

の
作

成
１

．
申

請
書

類
を

入
手

【入
手

先
】

〇
県

庁
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら 
　 

印
刷

又
は

ダウ
ン

ロー
ド　

　
〇

県
庁

本
庁

舎
1階

ロビ
ー

で
受

け
取

る
〇

県
合

同
庁

舎
及

び
県

税
事

務
所

   
で

受
け

取
る

〇
各

市
町

村
役

場
で

受
け

取
る

※
住

所
等

は
、「

給
付

等
要

領
 別

表
３

」を
参

照

４
．

入
金

９
月

下
旬

以
降

、
口

座
に

振
込

売
上

減
少

等
の

証
明

申
請

書
(様

式
3-

1､
3-

2)
は

認
定

経
営

革
新

等
支

援
機

関
等

（
税

理
士

・金
融

機
関

、商
工

会
・商

工
会

議
所

等
）

で
必

ず
証

明
を

受
け

て
くだ

さい
。

（
農

業
者

・漁
業

者
の

方
は

県
内

の
農

業
協

同
組

合
や

漁
業

協
同

組
合

で
証

明
を

受
け

られ
る

場
合

が
あ

りま
す

の
で

、ご
相

談
くだ

さい
。）

【記
入

す
る

書
類

】
〇

申
請

書
（

様
式

1－
１

、１
－

２
）

〇
該

当
要

件
申

告
書

（
様

式
2）

〇
売

上
減

少
等

の
証

明
申

請
書

　（
様

式
3－

１
、３

－
２

）
○

誓
約

書
（

様
式

4－
１

、４
－

２
）

【添
付

す
る

書
類

】（
す

べ
て

写
しで

可
(注

)）
〇

本
人

確
認

書
類

（
※

１
）

（
法

人
の

場
合

は
法

人
代

表
者

の
も

の
）

〇
営

業
に

必
要

な
許

可
等

を
取

得
して

い
る

　　
　 

こと
が

分
か

る
書

類
（

※
１

、２
）

〇
振

込
先

口
座

と口
座

名
義

が
分

か
る

　 
通

帳
等

（
注

）
既

に
給

付
金

を
申

請
して

い
る

方
が

、別
の

　　
　対

象
期

間
に

つ
い

て
申

請
す

る
場

合
は

、一
部

　　
　省

略
が

可
能

で
す

。
（

※
１

）
国

の
一

時
支

援
金

・月
次

支
援

金
の

　　
　　

　「
給

付
通

知
書

」の
写

しの
添

付
に

代
え

る
　　

　　
　こ

とが
で

き
ま

す
。た

だ
し、

酒
類

販
売

事
業

者
　　

　　
　及

び
酒

類
製

造
事

業
に

つ
い

て
は

、本
人

確
認

　　
　　

　書
類

の
み

省
略

可
。

（
※

２
）

許
可

等
を

必
要

とし
な

い
業

種
の

場
合

は
   

   
   

  不
要

で
す

。

３
．

申
請

書
類

の
提

出

①
郵

送
簡

易
書

留
な

ど郵
便

物
の

追
跡

が
で

き
る

方
法

で
郵

送
くだ

さい
。（

送
料

は
申

請
者

負
担

）
【送

付
先

】〒
78

0-
85

70
　高

知
県

庁
　

「高
知

県
営

業
時

間
短

縮
要

請
対

応
　臨

時
給

付
金

　 
申

請
受

付
係

」　
行

②
オ

ン
ラ

イ
ン

高
知

県
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

申
請

して
くだ

さい
。

申
　請

　受
　付

　期
　間

令
和

3年
９

月
10

日
(金

)
～

令
和

3年
11

月
30

日
(火

) ※
当

日
消

印
有

効

審
査

※
審

査
の

結
果

、
　 

不
給

付
とな

る
場

合
　 

が
あ

りま
す

。

※
詳

細
は

｢給
付

等
要

領
　別

表
２

｣を
参

照
して

くだ
さい

。

※
感

染
防

止
の

た
め

、持
参

に
よ

る
申

請
は

受
け

付
け

て
お

りま
せ

ん
。

支
援

機
関

等
で

の
証

明




